
１．趣　　旨　　
成年後見人等の担い手は、全体の約59％（平成22年分最高裁判所統計）が親族であるが、親族後見人への研修がほとんどなく、後見人の業務である財産管理や身上監護について、被後見人の状況の変化に応じた支援に苦慮しています。

　一方、平成24年度より改正老人福祉法が施行されることに伴い、市町村は、後見等の業務を
適正に行うことができる人材の育成（市民後見人の養成）及び活用を図るため、必要な措置を講
ずるよう努めなければならないとされました。

今回のセミナーでは、すでに親族後見人等となっている方や、家族や親族の後見申立を検討している方及び市町村の担当者を対象に、成年後見制度の理念や実務について、制度に詳しい社会福祉士の盛田朝美氏を講師に迎え講義形式で研修するとともに、グループ形式で、親族後見人等が抱える様々な悩みや課題について話し合い、専門家の立場から助言していただく場を設け、親族後見人等を支援するとともに、市町村の担当者が、制度の意義と体制整備の必要性を理解するための研修の場とします。
2．日時　　平成２３年１２月６日（火）　１３時３０分 ～ １７時
3．会場　　大阪社会福祉指導センター５階ホール〈住所：大阪市中央区中寺１丁目１番５４号〉
　　　　　　　　※　大阪市営地下鉄　「谷町六丁目」４番出口から徒歩8分程度
4．プログラム  
	13:00
	受付開始

	13:30
	挨拶

	13:35
	「市町村の権利擁護事業の現状について」
大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課　総括主査　三浦　剛　氏

	　13:50
	【講演】　「親族後見人として知っておきたいこと」（仮題）
　　　　　　講師　社会福祉士　盛田　朝美　氏　　　　　　　　　　　　

	15:20
	休憩

	15:30
	【親族後見人意見交換会】　助言者：弁護士会・社会福祉士会・司法書士会

	16:30
	各助言者からのアドバイス　　

	17:00
	閉会


５． 主 催　 （福）大阪府社会福祉協議会
　               マッセＯＳＡＫＡ<（公財）大阪府市町村振興協会 おおさか市町村職員研修研究センター>
６． 参加対象　 ・大阪府内在住で親族の後見人等になっている方、及び、今後後見人等になる予定の方。

・市町村の権利擁護担当の職員。
７． 定　　員　　一般府民　　５０名程度　、　市町村職員　５０名程度

８． 参加申込 　マッセＯＳＡＫＡの研修研究情報システムまたは当センターホームページ（http://www.masse.or.jp/）内の「セミナー申込みはこちら」よりお申し込みください。
※参加者に対し決定通知は送付いたしません。申し込み多数で調整が必要な場合のみ、申込み締切日の翌日までにご連絡いたします
９． 申込締切　  平成23年11月30日（水）
10．問 合 先　 ○マッセＯＳＡＫＡ（おおさか市町村職員研修研究センター）

　　　　　　　　　〒540－0008　大阪市中央区大手前３－１－４３　大阪府新別館南館６Ｆ

TEL：06-6920-4565　FAX：06-6920-4561　e-mail:center-tr@masse.or.jp

○大阪府社会福祉協議会　大阪後見支援センター(担当：堤添・平尾)

　　　　　　　　　〒542－0012　大阪市中央区谷町７－４－１５　大阪府社会福祉会館２F
TEL：06-6764-7760・7761　　FAX：06-6764-7811
マッセ・市民セミナー　福祉を学ぶ府民講座　開催要項　　


～親族後見人と市町村権利擁護事業担当者のための成年後見制度研修会～








